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国勢調査の概要
１ 目的

・日本に住む全ての人を対象とした、統計法に基づき実施する最も重要な全数統計調査

・国内の人口、世帯の実態を把握し、各種行政施策等の基礎資料を得ることを目的とする

・大正９年（１９２０年）から５年ごとに実施され、今回は令和初であると同時に、調査

開始から１００年の節目を迎える調査となる

２ 調査期日

令和２年１０月１日午前零時現在の状況を回答

※９月１４日から調査書類を配布し、１０月７日までを回収期間とする

３ 調査対象

日本国内に常住するすべての人（外国人を含む）

※「常住する」とは、当該住居等に３か月以上にわたって住んでいるか、または

住むことになっていることをいう



介護サービス事業所の皆様へのお願い
➢ 施設サービス事業所の皆様へ

・令和２年１０月１日時点で３か月以上入所されている方、または３か月以上入所が続く予定の方は、貴施設を居
住地として調査を行います。

・今後、市町または総務大臣の任命を受けた調査員がお伺いし、調査の詳細を説明の上、協力をお願いしますので、
御協力を賜りますようお願いします。

※施設職員が全ての入所者の方について御回答いただける場合、従来の紙の調査票に加え、今回調査よりイン
ターネット回答が可能となる見込みです。

➢ 介護サービス事業所の皆様へ

・直接、調査に関わる必要はありませんが、高齢者の方から相談を受けた際は、市町や調査員に聞いてみるよう促
すなど、御対応くださいますようお願いします。

・なお、調査員以外の者が代理記入することはできません。

・調査員や市町職員以外の者が、電話や訪問で個人情報を聞き出すかたり調査が危惧されますので、周知いただけ
ますと幸いです。

・不審な電話や訪問を受けたなどの相談があった場合は、市町へ相談するよう促してください。

※調査員は、総務大臣任命の調査員証と国勢調査員であることがわかる腕章を持参しています






